
 

草津市駅前広場管理条例の一部改正   新旧対照表 
新   条   例    旧   条   例 

第１条～第１３条 （略） 

別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 

占用の区分 占用料の額 占用の期間 

路線バス（道

路運送法（昭

和２６年法律

第１８３号）

第３条第１号

イに掲げる事

業として運行

されるものを

いう。） 

自動車検査証

に記載された

長さが１２メ

ートル以下の

車両 

承認（人の乗

降のために一

時的に停止す

る目的で利用

する場合をい

う。以下同

じ。） 

１区画につ

き１月 ２，

５００円 

１年以内 

 駐車（人の乗

降のために継

続的かつ独占

的に利用する

場合をいう。

以下同じ。） 

１区画につ

き１月 ５，

０００円 

１年以内 

自動車検査証

に記載された

長さが１２メ

ートルを超え

る車両であつ

て、道路運送

車両の保安基

準（昭和２６

年運輸省令第

６７号）第５

５条に基づく

認定を受けた

車両 

承認 １区画につ

き１月 ４，

０００円 

１年以内 

 駐車 １区画につ

き１月 ８，

０００円 

１年以内 

タクシー（道路運送法第３条

第１号ハに掲げる事業とし

て運行されるものをいう。） 

承認 １区画につ

き１月 １，

４００円 

１年以内 

    

第１条～第１３条 （略） 

別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 

占用の区分 占用料の額 占用の期間 

路線バス（道

路運送法（昭

和２６年法律

第１８３号）

第３条第１号

イに掲げる事

業として運行

されるものを

いう。） 

自動車検査証

に記載された

長さが１２メ

ートル以下の

車両 

承認（人の乗

降のために一

時的に停止す

る目的で利用

する場合をい

う。以下同

じ。） 

１区画につ

き１月 ２，

３００円 

１年以内 

駐車（人の乗

降のために継

続的かつ独占

的に利用する

場合をいう。

以下同じ。） 

１区画につ

き１月 ４，

５００円 

１年以内 

自動車検査証

に記載された

長さが１２メ

ートルを超え

る車両であつ

て、道路運送

車両の保安基

準（昭和２６

年運輸省令第

６７号）第５

５条に基づく

認定を受けた

車両 

承認 １区画につ

き１月 ３，

６００円 

１年以内 

 駐車 １区画につ

き１月 ７，

１００円 

１年以内 

タクシー（道路運送法第３条

第１号ハに掲げる事業とし

て運行されるものをいう。） 

承認 １区画につ

き１月 １，

３００円 

１年以内 
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 駐車 １区画につ

き１月 ２，

８００円 

１年以内 

その他のもの 草津市道路

占用料条例

（昭和５９

年草津市条

例第１８号）

に規定する

占用料の例

による。 

その都度市

長が定める

期間 

 

    
    
 駐車 １区画につ

き１月 ２，

５００円 

１年以内 

その他のもの 草津市道路

占用料条例

（昭和５９

年草津市条

例第１８号）

に規定する

占用料の例

による。 

その都度市

長が定める

期間 

 

 


